
特記仕様書

第１条 適用

本特記仕様書は、「Ｒ６吉土 宮川内谷川 上板・七條 河川維持業務」に適用するも

のとする。

第２条 総則

設計書及び本特記仕様書に記載なき事項については、「徳島県土木工事共通仕様書（平

成２８年７月）徳島県県土整備部」等によるものとし、本特記仕様書は共通仕様書より優

先する。

第３条 現場責任者

受注者は、「現場責任者届」をこの契約を締結した日の翌日から起算して１０日以内

（徳島県の休日を定める条例（平成元年徳島県条例第３号）第１条第１項各号に掲

げる日を除く。）（１０日以内に現場作業を開始する場合は、作業開始の前日まで）に、

監督員へ提出しなければならない。現場責任者を変更したときも、同様とする。

第４条 業務内容及び作業実績の管理等

業務写真は、同一箇所で作業着手前・作業完了を対比したもの及び作業状況（伐竹木

等・集積・積込・運搬・処理）が確認できるものを提出することとする。なお、撮影箇

所及び頻度は監督員と協議すること。

２ 伐竹木等完了後は、速やかに積込運搬を開始すること。

３ 草木類の運搬時においては、シート被覆等の処置を施し、草木類の飛散防止を徹底す

ること。

４ 完了時には、その箇所の図面を作成し、監督員の検査立会を受けること。

第５条 実績日報

清掃業務の精算は、実績により当初計上数量程度を予定している。

実績の証明は、実績日報・写真（別紙-1、2、3）を作成するものとする。

２ 監督員の指示がある場合は、着手前に予定日報（メールでも可）を提出すること。

また、着手後それを越えると予想される場合は事前に監督員と協議すること。

第６条 除草時の飛散防止

受注者は、飛散防止が必要な箇所では、現場状況に合わせ、以下の①又は②のいずれ



かの飛散防止対策を実施しなければならない。

①飛散の少ないバリカン式又は低速回転二枚刃式の草刈機を使用

②飛散防止用ネット等の防護材を使用（推奨寸法：幅 2.7m、高さ 1.8m程度）

・草刈機の刃先と防護材との間隔を詰め、防護材を草刈機に追随させる。

・歩道の縁石際など草刈機の刃先と防護材との間隔が詰められない箇所は、飛散

を防止するのに十分な高さや幅を有する防護材を使用する。

２ 受注者は、実施する飛散防止対策について着手前に書面により、監督員に提出し確認

を受けなければならない。

第７条 竹・草木類の搬出

竹・草木類の運搬については、元請が行う場合は業許可が不要であるが、下請け（再委

託）する場合は下請業者に業許可（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項一

般廃棄物の収集運搬業の許可）が必要になるので、運搬業下請時には監督員と協議し承

諾を得ること。

２ 竹・草木類の搬出先については、廃掃法第７条第４項一般廃棄物の処分業の許可先へ

の搬出を行うこと。

３ 一般廃棄物許可処分場での処分が完了した場合には、処分場が発行する一般廃棄物引

受書の写しを監督員に提出しなければならない。

４ 竹・草木類の取り扱いについては、上記法律等関係法令を遵守すること。

第８条 交通誘導警備員等

本業務の交通誘導警備員は次のとおり見込んでいる。なお、警察等との協議や現場状

況等により、人数等の変更が必要な場合は、事前に監督員と協議を行い、必要と認めら

れる場合については、変更契約できるものとする。

交通誘導警備員Ｂ：１０人

第９条 資材価格高騰に対する特例措置

本業務は、資材価格高騰に対する特例措置の対象業務である。

２ 本業務は、当初契約締結後において、設計単価の適用年月を、積算月から契約月へ変更

するものとする。

第１０条 建設副産物について

１ 再生資源利用計画

受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）

に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき



事項を定める省令（H3.10.25 建設省令第 19 号）第 8 条で規定される工事、又は建設工事

に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）施行令第 2 条で規定される工

事（以下「一定規模以上の工事」という。）において、コンクリート（二次製品を含む。）、

土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には、（一財）

日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という。）

により再生資源利用計画書を作成し、監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を公衆が見やすい場所に掲げなけ

れならない。

２ 再生資源利用促進計画

受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に

係再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25 建設

省令第 20号）第 7条で規定される工事、又は一定規模以上の工事において、建設発生土、

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合

廃棄物を工事現場から搬出する場合には、ＣＯＢＲＩＳにより再生資源利用促進計画書を

作成し、監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を公衆が見やすい場所に掲げ

なければならない。

３ 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、工事

完了後速やかにＣＯＢＲＩＳにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作

成し、監督員に提出しなければならない。

４ ＣＯＢＲＩＳの入力方法

受注者は、ＣＯＢＲＩＳの入力において、資材の供給元及び搬出する副産物の搬出先に

ついて、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない。ただし、バー

ジン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。

５ 受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に

基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

６ 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する

場は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対

策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについ

て、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付し監督員に提出するとともに、工事現場

において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

７ 建設発生土の運搬を行う者に対する通知



受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「5.再生資源

利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「11.再生資源利

用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、

法令等に基づいて通知しなければならない。

８ 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法

令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項

が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員に写

しを提出しなければならない。

第１１条 事故報告

受注者は業務履行中に事故が発生したときは、直ちに監督員に通報するとともに、監

督員が指示する期日までに「徳島県土木工事共通仕様書（平成２８年７月）徳島県県土整

備部」に基づく事故報告書を提出しなければならない。

第１２条 受注者の責務

業務従事者として要求される注意事務を怠り、本業務の目的に反した履行を行ったこ

とで物的損害、人的損害等を発生させた場合、受注者は責任を負う。

第１３条 使用機械

持込機械に係る管理及び修繕等については、受注者の責任によるものとする。

第１４条 その他

仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて協議を行うものとする。

また、不慮の大雨による洪水等に対する安全対策についても、避難手段を確保する等して

作業を行うこと。
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